
四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成３０年３月２３日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市条例第２４号  

四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及

びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例  

四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例（平成６年四日市市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

四日市市議会議員及び四日市市長の

選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例  

 

四日市市議会議員及び四日市市長の

選挙における選挙運動用自動車の使

用及びポスターの作成の公営に関す

る条例  

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第１４１条第８項、１４２条第１

１項及び第１４３条第１５項の規定に

基づき、四日市市議会議員及び四日市市

長の選挙における法第１４１条第１項

の自動車（以下「選挙運動用自動車」と

いう。）の使用並びに法１４２条第１項

第６号のビラ(以下「ビラ」という。)

及び法第１４３条第１項第５号のポス

ター（以下「ポスター」という。）の作

成の公費負担に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第１４１条第８項及び第１４３条

第１５項の規定に基づき、四日市市議会

議員及び四日市市長の選挙における法

第１４１条第１項の自動車（以下「選挙

運動用自動車」という。）の使用及び法

第１４３条第１項第５号のポスター（以

下「ポスター」という。）の作成の公営

に関し必要な事項を定めるものとする。 



  

（選挙運動用自動車の使用の公費負担） （選挙運動用自動車の使用の公営） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

  

（ビラの作成の公費負担）  

第７条 候補者は、第１０条に定める限

度額の範囲内で、ビラを無料で作成する

ことができる。この場合においては、第

２条ただし書の規定を準用する。 

 

  

（ビラの作成の契約締結の届出）  

第８条 前条の適用を受けようとする者

は、ビラの作成を業とする者（以下「ビ

ラ作成事業者」という。）との間におい

てビラの作成に関し有償契約を締結し、

委員会が定めるところにより、その旨を

委員会に届け出なければならない。 

 

  

（ビラの作成に係る公費の支払）  

第９条 市は、前条の届出をした候補者

が同条の契約に基づき当該契約の相手

方であるビラ作成事業者に支払うべき

金額のうち、当該契約に基づき作成され

たビラの１枚当たりの作成単価（当該作

成単価が、７円５１銭を超える場合にお

いては、７円５１銭）に当該ビラの作成

枚数（当該候補者を通じて、法第１４２

条第１項第６号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの申請

に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額（１円未満の端

 



数がある場合は、その端数は１円とす

る。）を、第７条後段において準用する

第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該ビラ作成事業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成事業者

に対し支払う。 

  

（ビラの作成の公費負担の限度額）  

第１０条 第７条の規定によりビラを作

成する場合の公費負担の限度額は、候補

者１人について、７円５１銭にビラの作

成枚数（当該作成枚数が、法第１４２条

第１項第６号に定める枚数を超える場

合には、同号に定める枚数）を乗じて得

た金額とする。 

 

  

（ポスターの作成の公費負担） （ポスターの作成の公営） 

第１１条 候補者は、第１４条に定める

限度額の範囲内で、ポスターを無料で作

成することができる。この場合において

は、第２条ただし書の規定を準用する。 

第７条 候補者は、第１０条に定める限

度額の範囲内で、ポスターを無料で作成

することができる。この場合において

は、第２条ただし書の規定を準用する。 

  

（ポスターの作成の契約締結の届出） （ポスターの作成の契約締結の届出） 

第１２条 前条の適用を受けようとする

者は、ポスターの作成を業とする者（以

下「ポスター作成事業者」という。）と

の間においてポスターの作成に関し有

償契約を締結し、委員会が定めるところ

により、その旨を委員会に届け出なけれ

ばならない。 

第８条 前条の適用を受けようとする者

は、ポスターの作成を業とする者との間

においてポスターの作成に関し有償契

約を締結し、委員会が定めるところによ

り、その旨を委員会に届け出なければな

らない。 

  

（ポスターの作成に係る公費の支払） （ポスターの作成に係る公費の支払） 



第１３条 市は、前条の届出をした候補

者が同条の契約に基づき当該契約の相

手方であるポスター作成事業者に支払

うべき金額のうち、当該契約に基づき作

成されたポスターの１枚当たりの作成

単価（当該作成単価が、５２５円６銭に

当該選挙区におけるポスター掲示場の

数を乗じて得た金額に３１０，５００円

を加えた金額を当該選挙区におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１

円未満の端数がある場合は、その端数は

１円とする。以下「単価の限度額」とい

う。）を超える場合は当該単価の限度額）

に当該ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙区におけるポスター

掲示場の数の範囲内のものであること

につき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員会

が確認したものに限る。）を乗じて得た

金額を、第１１条後段において準用する

第２条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該ポスター作成事業

者からの請求に基づき、当該ポスター作

成事業者に対し支払う。 

第９条 市は、前条の届出をした候補者

が同条の契約に基づき当該契約の相手

方であるポスターの作成を業とする者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基

づき作成されたポスターの１枚当たり

の作成単価（当該作成単価が、５２５．

０６円に当該選挙区におけるポスター

掲示場の数を乗じて得た金額に３１０，

５００円を加えた金額を当該選挙区に

おけるポスター掲示場の数で除して得

た金額（１円未満の端数がある場合は、

その端数は１円とする。以下「単価の限

度額」という。）を超える場合は当該単

価の限度額）に当該ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙区にお

けるポスター掲示場の数の範囲内のも

のであることにつき、委員会が定めると

ころにより、当該候補者からの申請に基

づき、委員会が確認したものに限る。）

を乗じて得た金額を、第７条後段におい

て準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスタ

ーの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ポスターの作成を業とする者

に対し支払う。 

  

（ポスターの作成の公費負担の限度額） （ポスターの作成の公費負担の限度額） 

第１４条 第１１条の規定によりポスタ

ーを作成する場合の公費負担の限度額

は、候補者１人について、単価の限度額

にポスターの作成枚数（当該作成枚数

が、当該選挙区におけるポスター掲示場

第１０条 第７条の規定によりポスター

を作成する場合の公費負担の限度額は、

候補者１人について、単価の限度額にポ

スターの作成枚数（当該作成枚数が、当

該選挙区におけるポスター掲示場の数



の数を超える場合には、当該ポスター掲

示場の数）を乗じて得た金額とする。 

を超える場合には、当該ポスター掲示場

の数）を乗じて得た金額とする。 

  

第１５条 （略） 第１１条 （略） 

 

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年３月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される四日市市議会

議員及び四日市市長の選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日

を告示された四日市市議会議員及び四日市市長の選挙については、なお従前の例に

よる。  

（四日市市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の廃止）  

３ 四日市市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例（平成１９年四日市市

条例第４５号）は廃止する。  

（選挙管理委員会事務局）  


